
資料調査・現地準備（A工程）

（１）調査・報告

（２）打合せ協議（単位：１回当り）

（３）検査探索（単位：１点当り）

(計上条件）
上記作業において、作業員２名を一定時間拘束する場合の人件費。

（計上数量）
業務対応回数を計上する。

（作業内容）
既存境界点の状況を把握するために、確定図距離・座標差距離・実測距離・復元距離（埋設後）を比較
して、現地において境界点間距離を測定する作業。

(計上数量）
検査探索をする境界点の点数を計上する。
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＜作業項目毎の内容、計上数量等の説明＞
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（作業内容）
委託業務履行に必要な調査（関連確定図、確定済の座標値等の資料調査及び現地調査）及び報告を
含む定例的な打合せを行う。

（計上数量）
業務回数を計上する。

（作業内容）
委託業務履行において、発注者が特に必要と判断した住民説明や現場調査及び打合せ等に付随する
発注者の指示する業務を行う。



立会業務（B工程）

（１）境界立会（単位：１回当り）

(計上数量）
立会回数を計上する。

（作業内容）
関係土地所有者との現地立会において、市が支給する金鋲もしくはプラスチック杭等の仮杭の埋設及び
担当職員の指示する業務を行う。

(計上条件）
上記作業において、作業員２名を一定時間現場で拘束する場合の人件費。
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図面作成業務（C工程）

（１）石標埋設（単位：１本当り）

（２）金属標埋設（単位：１枚当り）

（３）金鋲埋設（コンクリート巻）（単位：１本当り）

（４）プラスチック杭埋設（単位：１本当り）

（５）石標撤去（１本）（単位：１本当り）

（６）石標撤去（部分）（単位：１箇所当り）

(計上数量）
設置１枚当りを計上する。

（作業内容）
境界立会において埋設した仮杭及び復元測量により復元した位置に金鋲を正確に埋設する作業。

(計上数量）
設置１本当りを計上する。

（作業内容）
境界立会において埋設した仮杭及び復元測量により復元した位置にプラスチック杭を正確に埋設する
作業。

(計上数量）
設置１本当りを計上する。

（作業内容）
埋設されている石標を撤去する作業。

(計上数量）
撤去１本当りを計上する。

（作業内容）
埋設されている石標の道路上に突出している部分等を撤去する作業。

(計上数量）
撤去１箇所当りを計上する。
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（作業内容）
境界立会において埋設した仮杭及び復元測量により復元した位置に石標を正確に埋設する作業。

(計上数量）
設置１本当りを計上する。

（作業内容）
境界立会において埋設した仮杭及び復元測量により復元した位置に金属標を正確に埋設する作業。



（７）確定図作成（単位：１㎡当り）

（８）確定図の修正（単位：１㎡当り）

（９）４級基準点計算整理（単位：１ｍ当り）

（10）境界点計算整理（単位：１点当り）

（11）成果の検定（単位：１㎡当り）

（12）電子成果物の作成

（計上数量）
業務回数を計上する。

（計上数量）
４級基準点測量の延長を計上する。

（作業内容）
４級基準点計算整理の結果に基づき、計算により旧日本測地系の座標が付いた境界点の座標値（世界
測地系による座標値）及び復元点・道路後退点等の座標を定める作業。

（計上数量）
対象となる境界点の点数を計上する。

（作業内容）
発注者が指示した成果物等の点検、修正作業。
＊道路隣接部の幅は、両側５ｍずつとする。

（計上数量）
指示した成果物の確定図の点検、修正面積を計上する。　　（確定図作成の計上方法と同様）

（作業内容）
測量の成果について、電子媒体に取りまとめる作業。

（作業内容）
既知点である公共基準点等に基づき、計算により４級基準点の水平位置（世界測地系による座標値）を
定める作業。

（作業内容）
既知点である４級基準点もしくは多角点に基づき、地形・地物を描画し、土地境界確定図を作成する作
業。
＊道路隣接部の幅は、両側５ｍずつとする。
＊土地境界確定図：縮尺１／３００
＜参考＞
＊４級基準点：公共座標　　　＊多角点：作業区域のみの任意座標

(計上数量）

確定図作成面積を計上する。　　（計上範囲については別紙参照）

（作業内容）
確定図の修正、追加（現地作業無し）作業。
＊道路隣接部の幅は、両側５ｍずつとする。

（計上数量）
確定図修正、追加面積を計上する。　　（確定図作成の計上方法と同様）



A・B・C工程共通

（１）境界点復元測量（単位：１点当り）

（２）境界点測量（単位：１点当り）

（３）４級基準点測量（現場内）（単位：１ｍ当り）

○（既知点）　　◎（新点）

① ② ③ ④ ⑤

＊やむをえず放射法により補助基準点（４級（２次）基準点）を設置した場合は全延長を計上する。

（作業内容）
基準点もしくは多角点に基づき、現地において境界点を測量し、その座標値を定める作業。
　　ア　境界点番号については、現地において埋設した境界点（立会等において設置した仮杭を含む）
　　　に、発注者の指示に従い、番号を付すものとする。
　　イ　用地測量における「境界測量」を実施した後、「境界点間測量」を実施するものとする。
　　ウ　境界点間測量を実施する際の較差の許容範囲については、平地を採用する。

(計上数量）
座標付けする境界点の点数を計上する。

確定区間

（作業内容）
既知点である公共基準点に基づき、角度及び距離を測定し、４級基準点の水平位置（公共座標値）を定
める作業。なお、測量方式は結合多角方式を標準とし、やむを得ない場合は単路線方式とする。
＜基準点とは＞
国家三角点・１級、２級及び３級基準点・４級（１次）基準点

(計上数値）
４級基準点測量の延長を計上する。　　　＊計上数値＝Ｂ２＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ１

◎ ◎ ○◎ ◎ ◎

○

令和７年（2025年）４月１日
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＜作業項目毎の内容、計上数量等の説明＞

(計上数量）
復元する境界点の点数を計上する。

（作業内容）
道路台帳調査担当に事前に復元方法について相談を行うこと。
　　ア　基準点による復元
　　　　公共基準点もしくは多角点が保存されており、境界点資料に基づき、放射法により境界点を仮印
　　　もしくは鋲で復元する作業。
　　イ　残存する境界点による復元
　　　　残存する周囲の境界点を使用し、その境界点と復元したい境界点の関係資料に基づき、放射法
　　　等により、境界点を仮印もしくは鋲で復元する作業。

Ｂ1 Ｃ Ｄ Ｅ1
Ａ

ＦＢ2 Ｅ2



（４）４級基準点測量（現場外）（単位：１点当り）

○（既知点）　　◎（新点）

① ② ③ ④ ⑤

（５）補助基準点測量（単位：１ｍ当り）

○（既知点）　　◎（新点）

(６)中心線測量（単位：１ｍ当り）

計上数値②

＊計上数値＝①

＊計上数値＝①＋②

（内容説明）
道路セットバックにおける、道路中心線の線形を決定する作業。

（計上数量）
セットバック部分の延長を計上する。　　＊計上数値＝セットバック対象地の延長

（凡例１） （凡例２）

セットバック対象地 計
上
数
値
①

セットバック
対象地

計上数値①

D

確定区間

◎

〇〇〇

◎ ◎

B CA

◎ ○◎ ◎

（作業内容）
既知点に基づき、新点である補助基準点の位置及び標高を定める作業。ただし、４級基準点測量からの
開放点（後視点より短い距離）、１点までとする。

（作業内容）
既知点である公共基準点に基づき、角度及び距離を測定し、４級基準点の水平位置（公共座標値）を定
める作業。なお、測量方式は結合多角方式を標準とし、やむを得ない場合は単路線方式とする。
＜基準点とは＞
国家三角点・１級、２級及び３級基準点・４級（１次）基準点

(計上数値）
４級基準点測量の点数を計上する。　　　＊計上数値＝①＋⑤

確定区間

〇 〇

(計上数値）

○

Ｅ

Ｂ1 Ｃ Ｄ Ｅ1
Ａ

ＦＢ2 Ｅ2



(７)用地幅杭設置測量（単位：１ｍ当り）

（８）交点計算（単位：１点当り）

（９）伐採（単位：１ｍ当り）

計上数値②

＊計上数値＝①

＊計上数値＝①＋②

（凡例１） （凡例２）

用地幅杭設置対象地 計
上
数
値
①

用地幅杭
設置対象地

計上数値①

（内容説明）
中心線等から用地幅杭点の座標値の計算・道路後退線測量図（垂線図）の作成及び現地仮杭設置を行
う作業。

（計上数量）
用地幅杭設置の延長を計上する。　　　＊計上数値＝用地幅杭設置対象地の延長

（作業内容）
測量実施時に障害となる樹木等を伐採する作業。

(計上数量）
伐採をした延長を計上する。

（作業内容）
分筆等において所定の区画の面積を算出するため、境界点（分筆等のための新点）の水平位置を交点
計算により算出する作業。
または既知点の境界点の水平位置（座標値）を基に、２円の交点計算等により交点（分筆等のための新
境界点）の水平位置（座標値）を算出する作業。

(計上数量）
位置を求める境界点（新点）の点数を計上する。



　　　　　　　　　　　　　　　確定図作成の計上数量 （別紙）

（基本事項）

○計上単位：㎡当り

○確定図の作成範囲：道水路と隣接部（両側とも幅５ｍ）

　（区域線から５ｍ幅程度の現況構造物等の絵形記入を含む）

○基本範囲だけでは、関連確定図等、周囲とのつながりが不明な場合、＋１０ｍの絵形を書く。

（確定図作成の基本範囲）

計上面積＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ

（基本範囲以外の例）

（例－１）接続部が未確定区間の場合

計上面積＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋両側１０ｍの網掛部分

（例－２）接続部が確定済区間の場合

計上面積＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋両側の網掛部分（ひげ伸ばし部分）

＜注記＞

（例－３）上記＜注記＞の説明

未確定

Ｂ隣接部（幅５ｍ）

Ｃ隣接部（幅５ｍ）

（１）基本範囲だけでは、関連確定図等、周囲とのつながりが不明なため、＋１０ｍの絵形を書く場合。

上記（例－２）のように査定範囲から１区間先の境界標までの、ひげ伸ばし区間の計上はできる。
この場合、ひげの長さが１０ｍに満たない場合で、＋１０ｍ範囲の絵形を書いた場合は、＋１０ｍの請求に
切り換えて請求することは出来るが、ひげと＋１０ｍのダブル計上は出来ない。

Ｂ隣接部（幅５ｍ）

Ｃ隣接部（幅５ｍ）

未確定

Ａ確定範囲

隣接部（幅５ｍ）

１０ｍ １０ｍ

Ｂ隣接部（幅５ｍ）

Ａ確定範囲

確定済
（ひげ部分）

確定済
（ひげ部分） Ａ確定範囲 確定済

（ひげ部分）

Ｃ隣接部（幅５ｍ）

隣接部（幅５ｍ）
確定済

（ひげ部分） 確定範囲

１０ｍ
未満

１０ｍ
未満

＋１０ｍの絵形とひげ
のダブル計上は不可

＋１０ｍの絵形とひげ
のダブル計上は不可



（例－４）交差点を含む場合

計上面積＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋（ＥかＦ）

Ｆ

（例－５）交差点を通過する形での確定区間の場合

Ｃ隣接部（幅５ｍ） Ｄ隣接部（幅５ｍ）

Ｈ Ｉ

計上面積＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋（ＦかＨ）＋（ＧかＩ）

（例－６）道水路の終点部分の場合

Ｄ
計上面積＝Ａ＋Ｂ＋（ＣかＤ）＋１０ｍの絵形とひげ

のダブル計上は不可

＋１０ｍの絵形とひげ
のダブル計上は不可

確定済
（ひげ部分）

確定済
（ひげ部分）

E
隣接部も
含む面積

＋１０ｍの絵形とひげ
のダブル計上は不可

Ｂ隣接部（幅５ｍ）

道
路
隣
接
部

（
幅
５
ｍ

）
Ｄ

Ａ確定範囲

Ｃ隣接部（幅５ｍ）

Ｃ
隣接部も
含む面積

Ｆ
隣接部も
含む面積

Ｇ
隣接部も
含む面積

確
定
済

ひ
げ
部
分

Ｂ隣接部（幅５ｍ）

Ｅ

確定済
（ひげ部分） Ａ確定範囲

Ｂ隣接部（幅５ｍ）
確定済

（ひげ部分） Ａ確定範囲

＋１０ｍの絵形とひげ
のダブル計上は不可

枝線のひげ部分は計上しない

終点部分


